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農事組合法人の課税・非課税判定フロー図

組合員は農民のみか

次の①～④の者の出資口数の合計が総出資口数の1/2以下でかつ
②～④の者の出資口数の合計が総出資口数の1/4以下
①農協法72条の13第1項第2号の組合員（組合）
②同法同条同項第4号の組合員（農事組合法人から物資の供給又
は役務の提供を受ける者）
③②（法人に限る）の代表者、従業者である組合員
④②から受ける資金で生計を維持している組合員

農地所有適格法人であるか。

農業に付帯する事業の収入が耕種農業又は養蚕農業に係

る収入の1/2以下か

農業法人組織の区分

農事組合法人

すべて課税

収入は耕種農業又は養蚕農業のみか

Yes

No

耕種農業又は養蚕農業
は非課税

それ以外は課税

耕種農業又は養蚕農業、農業に
付帯する事業の収入は非課税、

それ以外は課税

株式会社（有限会社）、
合名会社、合資会社、合同会社


